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   （公印省略） 

 

令和 3年度 9月実施予定の審査会について 

 

 埼玉県では 8月 2日から 9月 12日までの間、緊急事態宣言が発出されています。

感染者数が拡大していることや、医療体制がひっ迫状態になっており、コロナ感染拡

大防止の観点で、行政からは県境をまたぐ移動は避けるようにとの要請も出ておりま

す。埼弓連からコロナ感染症のクラスターを発生させない対応として、埼弓連第 5回

役員会において 9月実施予定であった審査会の延期提案を決定しました。 

 全日本弓道連盟主催の臨時中央審査会は、延期になりました。 

 なお、10月以降も全弓連・国・県からの要請、埼玉における感染状況等を勘案し予

定が変更される場合があることをご承知おき下さい。受審者の皆様には多大なご迷惑

をお掛けしておりますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

１．【北関東第 2地区】特別臨時中央審査会 七段・錬士（9月 18日・19日）は延期 

 代替実施予定 令和 4年 3月 12日（土）・13日（日）県立武道館 

２．【北関東第 1地区】特別臨時中央審査会 六段・教士（9月 25日・26日）は延期 

 代替実施予定 令和 3年 10月 30日（土）・31日（日）県立武道館 

３．埼玉県【第 4回】地方審査会（秩父会場）（9月 19日）は延期 

 代替実施予定 令和 3年 11月 21日（日）秩父第一弓道場 

以上 

 

 

問合せ先： 

埼玉県弓道連盟 審査委員会 

委員長 齋藤安次 

携帯番号 090-7191-6335 


